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長野県薬剤師会 
会長 日野 寛明 

 
 

令和 2 年 7 月豪雨による被災者に係る一部負担金等の徴収の猶予に係る 

取扱期間延長のお願いについて（要請） 

 
 
 平素、本会の運営に際しまして、種々ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、標記について、日本薬剤師会から別添のとおり通知がありました。 
令和２年７月豪雨による被災者に係る一部負担金等の徴収の猶予に係る取扱期間

延長については令和3年3月 2日付け2長薬発第号1180号にてお知らせしたところ

ですが、被災地の状況に鑑み、この取扱いについては令和 3 年 12 月末日まで延長さ

れるとのことです。 

つきましては、ご多忙の折、誠に恐縮ですが、貴会（部会）会員にご周知くださ

いますよう、よろしくお願いいたします。 
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